
提

出

者

鈴

木

宗

男

平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
提
出

質

問

第

一

九

七

号

日
華
平
和
条
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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日
華
平
和
条
約
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

ロ
シ
ア
連
邦
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
国
家
と
し
て
の
継
続
性
を
有
す
る
同
一
の
国
家
か
。

二

中
華
人
民
共
和
国
は
中
華
民
国
と
国
家
と
し
て
の
継
続
性
を
有
す
る
同
一
の
国
家
か
。

三

一
九
五
二
年
四
月
二
十
八
日
に
署
名
さ
れ
た
日
華
平
和
条
約
第
一
条
で
は
「
日
本
国
と
中
華
民
国
と
の
間
の
戦
争
状
態

は
、
こ
の
条
約
が
効
力
を
生
ず
る
日
に
終
了
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
、
右
条
約
は
一
九
五
二
年
八
月
五
日
に
効
力
が
発
生
し

た
と
承
知
す
る
が
、
日
本
と
中
国
の
戦
争
状
態
は
一
九
五
二
年
八
月
五
日
に
終
了
し
た
と
の
解
釈
を
政
府
は
と
っ
て
い
る

か
。

四

三
の
解
釈
を
と
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
日
本
と
中
国
の
戦
争
状
態
は
国
際
法
的
に
い
つ
終
結
し
た
か
。

右
質
問
す
る
。


